
平成 25 年 3 月 7 日 

各 位 

株式会社 北洋銀行 

『退職金定期預金「カンパニュラ」』の取扱いを開始します 

 

北洋銀行は、ご退職されたお客さまの資産運用ニーズにお応えするため、平成 25 年 4 月 1 日

（月）より退職金定期預金「カンパニュラ」の取扱いを開始いたします。 

本定期預金の愛称「カンパニュラ」とは、ラテン語で「鐘」を意味するキキョウ科の花をいい、

花言葉で「感謝」「誠実」を意味しております。 

本定期預金に大切な退職金をお預けいただき、満期までの間、お客さまのセカンドライフを豊

かにするためのマネープラン設計のお手伝いをさせていただきたいと考えております。 

当行は、これからも各種新商品、新サービスのご提供に努め、お客さまに選ばれる銀行を目指

してまいります。 

 

≪退職金定期預金「カンパニュラ」概要≫ 

 
定期預金プラン 投信プラン 

お取扱内容 3ヵ月定期預金 
投資信託＋3ヶ月定期預金 

（定期預金は投資信託購入金額以内） 

定期預金 

特別金利 
1.0％ 1.2％ 

（当行年金指定の方） 
2.0% 

募集総額 500億円 制限なし 

お預け入れ額 
300万円以上退職金受取額まで 

（投信プランは投信・定期合算で 300万円以上） 

ご利用いただける

方 

平成 25年 1月以降に退職金をお受取のお客さま 

（定期預金プランは、専用のアンケートにお答えいただき、当行からの

お客さまの今後のライフプランに合わせたご提案をさせていただくこと

を了承いただける方） 

お取扱時期 平成 25年 4月 1日（月）～平成 25年 6月 28日（金） 

※一部投信プランの対象とならない投資信託があります。 

※お申込にあたっては、「退職金お受取口座の預金通帳」「退職所得の源泉徴収票」などで退職金

のお受け取りを確認させていただきます。 

 

以 上 

 



【退職金定期預金のご留意事項】 

・本定期は個人のお客さま限定です。 

・本定期は期間 3 ヶ月の「スーパー定期預金」（自動継続のみ）です。初回お預け入れ時のみ特

別金利を適用します。 

・満期後のお書き替え時には、その時点での店頭表示金利を適用します。 

・本定期を満期日前に解約された場合、特別金利は適用されず、解約時における普通預金利率が

適用されます。 

・お利息は満期日以降に、一括してお支払します。 

・お利息の計算は、付利単位を一円とした一年を 365 日とする日割り計算とします。 

・お受取時には 20.315％（国税 15.315％、地方税 5％）の源泉分離課税が適用されます。 

 

【投資信託お申込に際してのご留意事項】 

●投資信託に係るリスクについて 

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券（外国証券には為替変動リスク

もあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元

本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資さ

れた金額を下回ることもあります。 

●投資信託に係る費用について 

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額をご負担いただきます。 

・申込時に直接ご負担いただく費用 ： お申込手数料 お申込金額に応じ、お申込価額に対し

最大 3.15%（税込） 

・換金時に直接ご負担いただく費用 ： 信託財産留保額 約定日の基準価額に対し最大 1.0% 

・信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ： 信託報酬 純資産総額に対し最大年 

率 2.1%（税込） 

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上

記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく

場合があります。 

・その他費用 ： 上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。 

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載

しております。 

投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付

目論見書）」や「契約締結前交付書面」でご確認ください。 

●投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。 

●当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。 

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。 

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第３７条の６<書面による解

除>）の適用はありません。 

●投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が

異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては、「投資信託説

明書（交付目論見書）」や「契約締結前交付書面」をよくお読みいただき、内容をご確認のう

えご自身でご判断ください。 

 

株式会社北洋銀行  登録金融機関 北海道財務局長（登金）第 3号 

加入協会：日本証券業協会  一般社団法人金融先物取引業協会 

 

 


